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 第３部 
「救急救命処置等に係る情報共有」 

http://www.mhlw.go.jp/


情報提供の内容 

• 救急救命士の処置範囲拡大に係る動向 

• 救急医療体制等のあり方に関する検討
会報告 

• 厚生労働省 平成26 年度予算概算要求 

2 



医療計画制度について 



○ 各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。 

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。 

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体

で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。 

   ※ 都道府県においては、平成２４年度中に医療計画（５か年計画）の策定作業を行い、平成２５年度からより実施中。 

趣旨 

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病五事業（※）及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供 
  推進策  
 
 

 

○ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、看護師等の医療従事者の確保    

○ 医療の安全の確保   ○ 二次医療圏（※）、三次医療圏の設定   ○ 基準病床数の算定  等 
 
 
 

平成２５年度からの医療計画における記載事項 

※ 五疾病五事業･･･五つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と五つの事業（救急医療、災害時における
医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。災害時における医療は、東日
本大震災の経緯を踏まえて見直し。 

医療計画制度について 医療計画制度について 

【 医療連携体制の構築・明示 】 

◇ 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療機関の名称
を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築。 

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解。 

◇ 指標により、医療資源・医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出、数値目標を設定、施策等の策定を 
  行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う（疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進）。 

 
 

※ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直
しを促進。 
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疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について 
平成24 年3 月30 日医政指発0330 第9 号 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿あて  厚生労働省医政局指導課長 

救急医療の体制構築に係る指針 
第一 救急医療の現状 
第二 医療機関とその連携 

1. 目指すべき方向 
1. 適切な病院前救護活動が可能な体制 

① 本人・周囲の者による必要に応じた速やかな救急要請及び救急蘇生法の実施 
② メディカルコントロール体制の整備による救急救命士等による適

切な活動(観察・判断・処置)の実施 
2. 重症度・緊急度に応じた医療が提供可能な体制 
3. 救急医療機関等から療養の場へ円滑な移行が可能な体制 

2. 各医療機能と連携（地域の実情に応じて柔軟に設定する） 
病院前救護活動の機能として、「消防機関の救急救命士等」、「メディ
カルコントロール協議会等」について記載あり。 

第三 構築の具体的な手順 
現状把握、課題抽出、目標設定、評価といったPDCAサイクルを示し、救
急医療連携に関する情報の収集として、「MC協議会の活動状況」等も項
目の一つとしている。 5 



情報提供の内容 

• 救急救命士の処置範囲拡大に係る動向 

• 救急医療体制等のあり方に関する検討
会報告 

• 厚生労働省 平成26 年度予算概算要求 
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1. 三行為を救急救命士の処置範囲に追加することの適否等について検討を行った。 
 

2. 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与について 
• 入院日数の短期化や死亡率の低下についての影響は確認できなかった。 
• 低血糖を疑う傷病者に対する搬送中の意識障害の改善が期待できる。 
• 意識障害をきたす傷病者の鑑別や搬送先の選定に有用である。 
• 有害事象の発生は想定の範囲内のものであった。 
 救急救命処置（特定行為）に加えることは適当と判断する。 
 

3. 重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用について 
• 処置の適応を満たした傷病者が少なく、有効性・安全性の評価はできなかった。 
 救急救命処置への追加を見送る。 

 
4. 心肺機能停止前の静脈路確保の実施について 

• ショックインデックスの有意な改善は認められなかったが、「皮膚の蒼白、湿潤・
冷汗」と「微弱な脈拍」は改善が認められた。 

• 300ml以上輸液した場合にショックインデックスの改善と有意に相関があった。 
• 有害事象は想定の範囲内のものであった。 
 救急救命処置（特定行為）に加えることは適当と判断する。 

救急救命士の業務のあり方等に関する検討会 
報告書（平成２５年８月） 
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新たな処置拡大の内容 

心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液 
血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖液
の投与 

（エピネフリンの講習･実習を受けた方が、追加講習を受け認定を受ける必要があります） 
 

• 下線部分は「特定行為」 
• 「血糖測定」はオンライン指示不要の救急救命
処置 

 

実施時期：4月1日から 
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令  
（平成26年１月31日（厚生労働省令第7号）） 
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医師の具体的指示 

（特定行為） 
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救急救命士による救急救命処置（新） 
（平成四年指第十七号「救急救命処置の範囲等について」 改正：平成２６年１月３１日 医政指発０１３１第１号） 
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  追加講習について 

「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対
する静脈路確保及び輸液の実施、血糖測定並びに
低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施の
ための講習及び実習要領並びに修了の認定等につ
いて」   
対象者 

薬剤（エピネフリン）投与の実施のための講習及び実
習を修了した者。 

講習内容及び講習時間 
別表に定める内容を含む基本時限数２４時限（１時限
は５０分）以上のものであること。 

 実施開始 
省令改正の公布日（１月３１日）から可。 10 

医政指発０１３１第２号 
平成２６年１月３１日 



改正案のポイントのまとめ 
• 特定行為として「心停止前の静脈路確保及び輸液」
「ブドウ糖溶液の投与」の２行為を追加 

• 追加講習カリキュラム 
– 薬剤投与に関する講義・実習修了者に対して24時限 
– 実証研究参加者は３時限 

• 救急救命士養成所のカリキュラム 
– 専門分野の単位数を１単位増加 

• 救急救命処置範囲の変更 
– 血糖測定を包括指示へ 

• その他 
– メディカルコントロール体制の充実強化について 
– 新規カリキュラム等での病院実習について 
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今後の予定 

• 「救急救命士学校養成所指定規則」の改正 
• 「救急救命士養成所の指導要領」の改正 

 
 
 

• 平成27年度末（平成28年3月）の救急救命士

国家試験から上記改正に対応した内容での
試験実施。 

   （新規カリキュラムでの卒業者は追加講習の対象から外す予定） 
12 

救急救命士の国家試験のあり方等に関する検討会 
救急救命士国家試験出題基準委員会   （日本救急医療財団主催） 

テキスト追補版 



通知のアップロードについて 
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情報提供の内容 

• 救急救命士の処置範囲拡大に係る動向 

• 救急医療体制等のあり方に関する検討
会報告 

• 厚生労働省 平成26 年度予算概算要求 
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救急医療体制等のあり方に関する検討会 
概要 

• 開催回数：８回（平成25年2月〜12月） 

• 構成員 （◎座長） 

15 

阿真 京子 『知ろう!小児医療 守ろう!子ども
達』の会代表 有賀 徹◎ 昭和大学病院院長  

石井 正三 日本医師会常任理事  市川 光太郎 市立八幡病院院長  

加納 繁照 加納総合病院院長 許 勝栄 相澤病院救急総合診療科統
括医長 

久保 隆彦 国立成育医療研究センター周産
期・母性診療センター産科医長 嶋津 岳士 大阪大学救急医学講座教授 

鈴川 正之 自治医科大学救急医学講座教
授 高城 亮 奈良県医療政策部長 

田邉 晴山 救急救命東京研修所教授 千葉 潜 医療法人青仁会理事長 

行岡 哲男 東京医科大学救急医学講座教
授  横田 順一朗 市立堺病院副院長  



ＭＣ体制について（報告書案より抜粋） 

• 一部のＭＣ協議会しか救急需要の増大に関する検討や患者受入れに関する調整
について行っていない。 

• 救急救命士の増加や救急救命処置の処置範囲拡大を受けＭＣ協議会の作業量が
増加している。 

現状と課題 

• 増大する救急活動の事後検証や搬送困難事例への対応等、ＭＣ協議会に求めら
れている役割を果たすため、行政機関・消防機関・医療機関・医師会等関係団体
が連携することが重要である。 

• ＭＣ協議会の法的位置付けを明確にすること、また人的及び経済的に必要な措置
を講じることを検討するべきである。 
→ＭＣ協議会に従事する医師の身分保障、給与、教育体制の構築 

• 救急医以外（小児科・産科婦人科・精神科医等）が参画しやすい環境整備をする
べきである。 

• ＭＣ協議会が自己評価し、他のＭＣ協議会から学ぶための指標の作成と全国ＭＣ
協議会連絡会等を介した情報共有を進める必要がある。 

• 地域における救急情報を集約し活用するシステム作りが必要である。 等 

今後検討すべき事項と方向性 
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救命救急センターについて（報告書案より抜粋） 

• 専従医師数や年間受入患者数など施設間に大きな差がみられる。 
• 「すべての重篤な救急患者を24時間体制で必ず受け入れる体制」といった本来の機能

を果たせていない施設も存在する。 
• 充実段階評価が運営や結果を十分に評価していないとの指摘がある。 

現状と課題 

• 一定数以上の専従医の配置や交替制勤務等の要件について厳格に遵守出来るよう体
制整備することを考慮するべきである。 

• 一定の機能を果たしていない施設は、改善を求めるとともに、救命救急センターとして
の指定が妥当か否かについても地域の実状も踏まえ、検討が必要である。 

• 一定の機能を果たしている施設は、不十分な機能を補完するための支援が必要である。 
• 指導的立場として地域ＭＣ協議会に積極的に参画する必要がある。 
• 行政や消防機関とともに、医療計画に則った形で、医療機関の機能を活かした役割分

担（外傷、熱傷等）やER型救急等の実施について検討し、地域に求められる三次救急
医療体制の構築に尽力する必要がある。 

• 地域における役割機能の評価や第三者による評価（都道府県ＭＣ協議会や救急医療
対策協議会等で救命救急センターの関係者同士で評価し合う、いわゆるピアレビュー
や、日本医療機能評価機構による第三者評価（（救急医療付加機能等））など）の導入
を検討すべきである。   等 

今後検討すべき事項と方向性 
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二次救急医療機関について（報告書案より抜粋） 

• 二次救急医療機関の救急車受入れ実績や診療体制に医療機関間で格差がみられる。 

• ｢地域で発生する救急患者への初期診療を行い、必要に応じて入院治療を行う｣といっ
た本来の機能や、地域の高齢化・疾病構造の変化などによる救急需要の増加・変化に
対応するための新たな対策が必要である。 

現状と課題 

• 都道府県や二次救急医療機関は、地域の高齢化や疾病構造の変化等を把握し、より
適切な体制の構築を行わなければならない。 

• 重症度が中等症である症例が増加しており、複数の医療機関に受入れを断られる事
案も後を絶たないため、二次救急医療機関がその役割を的確に果たすことのできるよ
うな支援措置が求められる。 

• 地域の救急医療の担い手として、地域ＭＣ協議会に積極的に参画し、実施基準の策定
や実施に協力すべきである。 

• 二次救急医療機関の機能や地域で果たしている役割を客観的に把握し、質の保証と
その向上を図るための指標を作成すべきである。 

• 救命救急センターのような充実段階評価の導入についてはまだ時期尚早である。 等 

今後検討すべき事項と方向性 
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高齢者救急について（報告書案より抜粋） 

• 高齢者の救急搬送人員数は増加傾向にある。 

• 高齢者は複数の疾病を罹患している可能性が高く、病歴の把握に時間を要すること
等から、救急隊による医療機関の照会回数の増加や現場滞在時間の延長につな
がりやすい。 

• 緊急度の高い患者を迅速、適切に医療機関に搬送する体制を維持するには、高齢
者の増加に対応した病院前医療体制の改革が必要である。 

現状と課題 

• 急変のリスクが高い高齢者や基礎疾患を有する患者にあっては、普段よりかかりつ
け医と医療機関の受診方法や受診先について検討し、緊急時に適切に医療が受け
られるよう準備をしておくことが必要である。 

• さらに都道府県や市町村は地域の実情に応じて救急医療情報キットやICTに集積し

た情報などにより、地域全体で円滑に受入れが出来るようセーフティーネットを整備
することも検討するべきである 

• 増加する認知症を含めた高齢者の救急患者の受入れについては、主に二次救急
医療機関が多くを担っていることから、二次救急医療機関の対応能力の底上げが
必要であるとともに、受入れのための地域でのコンセンサス作りが必要である｡ 等 

今後検討すべき事項と方向性 



情報提供の内容 

• 救急救命士の処置範囲拡大に係る動向 

• 救急医療体制等のあり方に関する検討
会報告 

• 厚生労働省 平成26 年度予算概算要求 
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 消防庁の「平成２２年中の救急搬送における医療機関の受入状況実態調査」によると、「医療機関に受入の照会を行った回数が4回以上」「現場滞在

時間が３０分以上」の両方の割合が全国平均を上回る地域が、先般搬送困難事例が発生した埼玉県を始め、首都圏や近畿圏等の都市部において比
率が高い。 
 また、搬送件数の増加、独居高齢者等の社会背景・疾病構造の複雑な症例の増加により、搬送困難事例は増加の一途をたどっている。搬送困難事
例の中には長時間搬送先が決まらず、命を失う事例も発生している。 
 このような地域等の救急医療施策の実効性をより高めるため、地域の消防や医療機関等で設置しているメディカルコントロール協議会に専任の医師
を配置し、救急医療体制を強化するための支援を行うとともに、長時間搬送先が決まらない救急患者を一時的であっても断らず受け入れる医療機関を
指定し、これらの医療機関に対し、必要な支援を行う。 

背景・課題 

メディカルコントロール体制充実強化の為の専任医師 
（メディカルコントロール協議会の中に配置） 
（平時） 
○協議事項について充実強化がはかれるよう体制整備、分析、指導・助言等を行う。 
○実施基準に基づいて円滑に受入がなされているか地域のＭＣ協議会内で中心となって検証し、消防・医療機関等に対して指導・助言を行う。 
○地域や医療機関の退院コーディネーター等と協働して地域における出口問題についての実態を把握すると共に、ＭＣ協議会の中で検討し、後方支援病院に対
して受入を促す。 
○救命講習等を通じた市民教育 
○ＡＥＤの普及啓発、設置の推進、実施後の検証を行う 等 
（問題発生時） 
○リアルタイムに調整するとともに、問題の検証、課題解決に向けて助言を行う。 

※消防法第３５条の５第２項第６号 
傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項 
※第5号までの基準に従って、傷病者の搬送及び受入の実施を試みてもなお、傷病者の受入れに時間がかかるケースが発生することが考えられる。そのような場合に傷病者を速やかに受
入れるため、消防機関と医療機関の間で合意を形成する等のルールを設定しておく必要がある。（傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会報告書（平成21年10月）より） 

一時的であっても断らず受け入れる医療機関を指定 

救急医療体制の強化 予算案：8.0億円 
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